
働き盛りや子育て世代のがん患者やがん経験者、小児がんの子供を持  

つ家族を支援する体制の在り方について研究を進めていく。   

小児がんについて、長期予後のフォローアップ体制を含め今後より一  

層の研究を行っていく。  

（2）  医療機関の整備等  

（現状）   

がん医療においては、拠点病院が、地域におけるがん医療の連携の拠  

点となり、自ら専門的な医療を行うとともに、連携体制の構築や医療従  

事者への研修を行うこととなっている。   

また、地域のがん患者等に対する情報提供や相談支援を実施すること  

となっている。   

平成18（2006）年度の医療制度改革においても、医療機能の分  

化・連携を推進し、地域において切れ目のない医療の提供を実現するこ  

とが打ち出されており、特に、がんをはじめとして法令で定められた  

4疾病及び5事業等について、連携体制の早急な構築が求められている。  

このため、がん等に係る地域ごとの医療連携体制について都道府県は、  

平成20（2008）年度からの新たな医療計画に記載し、連携を推進  

することとされている。   

標準的治療や先進的な医療の提供、術後の経過観察、在宅医療の実施、  

クリテイカルパスの作成及び集学的な臨床研究の実施などを通じて、医  

療機能の分化・連携を推進していく。  

がん診療を行っている医療機関には、地域連携クリテイカルパスの活  
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用等により、医療機関の連携体制を構築し、切れ目のない医療の提供を  

実現することが望まれる。その際には、診療に関する学識経験者の団体  

など関係団体等と協力していくことが望まれる。   

患者自らが適切な治療法等を選択できるようにするため、担当医に遠  

慮せず、他の専門性を有する医師や医療機関において、治療法の選択等  

に関して主治医以外の医師による助言（セカンドオピニオン）を受けら  

れる体制を整備していく。   

地域における連携体制の状況や各医療機関の専門分野等を情報提供す  

ることにより、がん患者の不安や悩みを解消していく。   

拠点病院については、そのがん医療水準を向上させるため、専門分野  

の異なるがん診療を行う医師が定期的にカンファレンスを開催し、提供  

しているがん医療の評価を行う体制を整備していく。   

拠点病院については、「がん患者の視点も加えた評価の仕組みの導  

入」や「放射線治療が実施できること」を指定要件とするなど、更なる  

機能強化に向けた検討を進めていく。なお、実施している手術件数等が  

少ない拠点病院が存在するという現状を踏まえ、拠点病院の役割を整理  

し、その見直しを引き続き行っていく。   

拠点病院については、活動状況を適宜把握し、必要に応じて指導を行  

う。なお、指導により改善できない場合や都道府県内に拠点病院として  

より適切な医療機関がある場合は、その指定について取り消しを含めた  

検討を行う。   

拠点病院を中心として、緩和ケア病棟、緩和ケア外来、緩和ケアチー  

ム、在宅療養支援診療所等が連携すること等により、地域ごとの連携強  

化を図っていく。   

また、がんの種類等によっては、がん患者がその居住する県では必要  
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とする治療を受けられない場合もあることから、県を超えた医療機関の  

連携を図ることについて検討する。   

国立がんセンターは、我が国のがん対策の中核的機関であり、拠点病  

院への技術支援や情報発信を行うなど、我が国全体のがん医療の向上を  

牽引していく。   

また、拠点病院は、地域のがん診療を行っている医療機関に対する診  

療支援や、地域のがん診療に携わる医療従事者に対する研修等を通じて、  

地域全体のがん医療水準の向上に努めていく。   

医療機関の連携の下、適切な診断が行われるようにするために、遠隔  

病理診断支援等による医療機関の連携を推進していく。   

医師は、■より専門的な診療が求められるがん患者が受診した場合には、  

必要に応じ、医療機関を紹介するなど、がん患者が適切ながん医療を受  

けられるように、日頃より注意を払うことが望まれる。  

（個別目標）   

原則として全国すべての2次医療圏において、3年以内に、概ね1箇  

所程度拠点病院を整備するとともに、すべての拠点病院において、5年  

以内に、5大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）に関  

する地域連携クリテイカルパスを整備することを目標とする。  

（3） がん医療に関する相鉄支壌及び情報提供  

（現状）   

拠点病院においては、患者及びその家族のがんに対する不安や疑問に  

適切に対応するための相談窓口として、相談支援センターを設置し、電  

話やファックス、面接による相談に対応している。  
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がん対策情報センターにおいては、様々ながん対策に関連する情報の  

効果的■効率的な収集、分析、発信等に不可欠な中核的組織として、相  

談支援センターとの「情報提供ネットワーク」により、情報提供体制の  

整備に努めている。また、相談支援センターにおける相談を支援するた  

めのがん医療に関する一般的な情報を提供するとともに、相談支援セ ン  

ターの相談員に対する研修を行っている。   

がん対策情報センターにおいては、国及び都道府県が実施するがん対  

策に関する国民の理解を促進するため、各都道府県と協力し、がん情報  

サービス向上に向けた地域懇話会（以下「地域懇話会」という。）を開  

催している。   

学会、関係団体等において、一般国民向けのがんに関する普及啓発、  

がん患者や家族からの相談への対応といった活動が行われている。   

国民が、がんをより身近なものとして捉えるとともに、がん患者とな  

った場合でも適切に対処することができるようにする必要がある。   

また、進行・再発がん患者に対する誤解を払拭することも重要である。   

このため、がん対策情報センターにおいて、がんに関する正しい情報  

の提供を一層強化するとともに、引き続き地域懇話会を開催する。加え  

て、地方公共団体や企業等とも協力しつつ、がん年齢に達する前の早い  

段階からがんに関する知識を国民が得られるようにすることに努める。   

また、拠点病院においては、がん患者及びその家族に支援を行ってい  

るボランティア等の受け入れを行うとともに、国民に対して緩和ケアを  

はじめとするがん医療を身近なものとして感じてもらえるように努める。   

がんに関する情幸馴ま、がん患者の立場に立って、様々な手段を通じて  

提供される必要がある。   

このため、がん対策情報センター「がん情報サービス」の内容を充実  
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するとともに、相談支援センターにおける電話やファックス、面接によ  

る相談等を着実に実施していく。   

また、インターネットの利用の有無に関わらず、得られる情報に差が  

生じないようにする必要があることから、がんに関する情報を掲載した  

パンフレットやがん患者が必要な情報を取りまとめた患者必携を作成し、  

拠点病院等がん診療を行っている医療機関に提供していく。   

がん対策情報センターにおいて、引き続き相談支援センターの相談員  

に対して研修を行う。   

相談支援センターには相談員が専任で配置されているが、がん患者の  

生活には療養上様々な困難が生じることから、適切な指導助言を行うた  

め、相談員を複数人以上専任で配置すること等が望まれる。   

その際には、相談支援に閲し十分な経験を有する看護師等の医療従事  

者や患者団体等との連携について検討する。   

また、がん患者本人はもとより家族に対する心のケア（精神的支援）  

が行われる相談支援体制を構築していく。   

がん患者や家族等が、心の悩みや体験等を語り合うことにより、不安  

が解消された、安心感につながったという例もあることから、こうした  

場を自主的に提供している活動を促進していくための検討を行う。   

がん対策情報センターにおいては、拠点病院等との連携強化など、情  

報収集が円滑に実施できる体制整備を推進する。   

その上で、がんに関する一般的な情報のほか、拠点病院における手術  

件数や放射線治療件数等については、総合的に提供していく。   

一方で、今般の医療制度改革を踏まえ創設した医療機能情報の提供制  

度においては、がんに関する事項を含め、各都道府県における医療機能  

情報をわかりやすく提供していく。  

がん対策情幸艮センターについては、専門家及びがん患者の意見を聞き  
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つつ、企画立案、医療情報提供、がんサーベイランス、臨床試験支援、  

診療支援、研究企画の業務を実施し、その機能を更に充実させることが  

望まれる。   

生存率等の情報を積極的に公開していくことは重要である。ただし、  

がん患者及びその家族の心理面等に配慮し、がんに関する情報提供の在  

り方を工夫していくことが望まれる。また、必要に応じて、抗がん剤に  

関する安全性情報の提供等を行っていく。   

「いわゆる健康食品」については、正しい知識の普及、健康被害の未  

然防止や拡大防止のため、科学的根拠のある情報を継続的に収集・蓄積  

などし、幅広く情報提供していく。  

（個別目模）   

原則として全国すべての2次医療圏において、3年以内に、相談支援  

センターを概ね1箇所程度整備するとともに、すべての相談支援センター  

において、5年以内に、がん対策情報センターによる研修を修了した相  

談員を配置することを目標とする。   

また、がんに関する情報を掲載したパンフレットの種類を増加させる  

とともに、当該パンフレットを配布する医療機関等の数を増加させるこ  

とを目標とする。加えて、当該パンフレットや、がんの種類による特性  

等も踏まえた患者必携等に含まれる情報をすべてのがん患者及びその家  

族が入手できるようにすることを目標とする。   

さらに、拠点病院における診療実績、専門的にがん診療を行う医師及  

び臨床試験の実施状況に関する情報等を更に充実させることを目標とす  

る．  

（4） がん登録  

（現状）  
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がん登録には、各医療機関内のがんに関するデータを把握する「院内  

がん登録」と、こうした院内がん登録のデータを基に各都道府県内のが  

んの罷患、転帰その他の状況を把握する「地域がん登録」がある。また、  

学会等が主体となって臓器別のがんに関するデータを収集する「臓器が  

ん登録」がある。   

「院内がん登録」については、「標準登録様式に基づく実施」を拠点  

病院の指定要件としている。   

「地域がん登録」については、「都道府県が行う地域がん登録事業に  

積極的に協力すること」を拠点病院の指定要件としているとともに、厚  

生労働省研究班において標準登録項目・標準的手順を検討し、報告書と  

して取りまとめ、がん対策情報センターのホームページ等を通じて地方  

公共団体に対し周知を行っている。   

「院内がん登録」については、我が国においては一部の医療機関で行  

われているのみである。また、「地域がん登録」については、諸外国で  

は、法律に基づき、全国で実施している国も少なくないが、我が国にお  

いては現在35道府県1市に限られており、特に罷患数については全国  

推計値が厚生労働省研究班により、一部地域のデータに基づき推計され  

ているのみである。   

なお、健康増進法に基づく地域がん登録事業において、民間の医療機  

関等が都道府県へがん患者の個人情報を提供することは、個人情報の保  

護に関する法律等の適用除外の事例に該当すると整理されている。   

がん登録の実施に当たってはまず、がん患者を含めた国民の理解が必  

要であることから、その意義と内容について、広く周知を図る。   

さらに、個人情報の保護に関する取組をより一層推進するとともに、  
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その取組を国民に広く周知し、がん登録に関する国民の更なる理解を促  

進していく。   

がん登録の実施に当たっては、医師の協力も必要であるが、その負担  

軽減を図りつつ、効率的に行っていくためには、がん登録の実務を担う  

者の育成・確保が必要であることから、こうした者に対する研修を着実  

に実施していく。   

がん対策情報センターは、拠点病院等に対して、知識・技術に関する  

アドバイス、データの共有・活用及びその前提となる個人情報の保護に  

関する取組など、がん登録に関する技術的支援を行う。   

また、拠点病院は、他の拠点病院に対して各取組例を情報提供するな  

ど、お互いにこうした技術的支援を個別具体的に行うことにより、がん  

登録を着実に実施していく。   

がん対策情報センターは拠点病院等との協力の下、がん登録の情報を  

収集し、全国的な傾向や課題などを分析する。   

拠点病院以外のがん診療を行っている医療機関についても、院内がん  

登録を実施していくことが望まれる。   

がんに関する情報を正確に把握するため、引き続き、実施体制の標準  

化について検討を進めていく。   

また、予後調査に当たっては、住民基本台帳等の閲覧が有効であるも  

のの、民間の医療機関がその間覧を行うには、多くの労力を必要とする  

ことから、その方策を検討していくほか、臓器がん登録との連携や小児  

がん登録の整備など、がん登録の在り方について更なる検討を行っていく。   

地域がん登録は、統一的な基準により、国民の合意を得て全国で実施  

することが望ましいが、個人情報を適切に保護することが必要であり、  

登録対象の範囲や予後調査の方法を含め、諸外国では法律に基づき実施  
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されていることも参考としつつ、地域がん登録の実施手法について更な  

る検討を行う。  

（個別目標）   

院内がん登録を実施している医療機関数を増加させるとともに、すべ  

ての拠点病院における院内がん登録の実施状況（診断から5年以内の登  

録症例の予後の判明状況など）を把握し、その状況を改善することを目  

標とする。   

また、すべての拠点病院において、5年以内に、がん登録の実務を担  

う者が必要な研修を受講することを目標とする。   

さらに、がん登録に対する国民の認知度調査を行うとともに、がん登  

録の在り方について更なる検討を行い、その課題及び対応策を取りまと  

めることを目標とする。  

（現状）   

がんの原因は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣や肝炎ウイルス等  

の感染症など様々なものがある。がんの予防に関しては、こうした様々  

な原因に関する大規模コホート研究等が推進され、その成果を踏まえて  

「21世紀における国民健康づくり運動（以下「健康日本21」とい  

う。）」に基づく普及啓発など、予防対策が行われている。   

がんの予防においては、たばこ対策を進めることが重要であることか  

ら、従来より健康日本21や健康増進法に基づく対策を行ってきたが、  

平成17（2005）年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条  

約」が発効したことから、我が国においても、受動喫煙防止対策、広告  
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規制及び普及啓発など、同条約の批准国として、我が国の実情を十分に  

踏まえ、同条約に規定されている各種の方策を必要に応じて適切に行っ  

ていく。   

発がんリスクの低減を目指して、喫煙の及ぼす健康影響についての普  

及啓発を進め、禁煙支援プログラムの更なる普及を図り、喫煙をやめた  

い人に対する禁煙支援を行うための体制を整備していく。   

肝炎に関する普及啓発や肝炎ウイルス検査体制の充実を通じて、肝炎  

患者を早期発見し、早期に治療に結びつけることにより、肝がんの発症  

予防に努めていく。   

大規模コホート研究など、国の施策として位置づけて実施すべき研究  

の体制整備を推進するとともに、こうした研究のデータを分析すること  

によって得られる科学的根拠に基づくがんの予防対策について、既に得  

られている知見も含め、がん対策情報センター等を通じて、医療機関は  

もとより広く国民へ普及啓発し、周知していく。   

関係機関及び関係団体の協力の下、学校現場や地域における健康教育  

を充実させ、子どもの発達段階を踏まえつつ、できる限り早い時期から、  

健康のために望ましい生活習慣やがんに関する知識を身につけられるよ  

うにしていく。  

（個別目棟）   

発がんリスクの低減を図るため、たばこ対策について、すべての国民  

が喫煙の及ぼす健康影響について十分に認識すること、適切な受動喫煙  

防止対策を実施すること、未成年者の喫煙率を3年以内に0％とするこ  

と、さらに、禁煙支援プログラムの更なる普及を図りつつ、喫煙をやめ  

たい人に対する禁煙支援を行っていくことを目標とする。   

また、健康日本21に掲げられている「野菜の摂取量の増加」、「1日  
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の食事において、果物類を摂取している者の増加」及び「脂肪エネルギー  

比率の減少」等を目標とする。  

（6） がんの早期発見  

（現状）   

がん検診については、昭和57（1982）年度に老人保健法に基づ  

く市町村の事業として、胃がん検診、子宮頚部がん検診が開始された。  

その後、子宮休部がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診が  

追加・拡充されてきたところ、平成10（1998）年度に一般財源化  

され、現在は法律に基づかない市町村事業として整理されている。   

企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事業の中  

で、がん検診を実施している場合やがん検診受診の補助を行っている場  

合がある。また、任意で受診する人間ドック等の中で、がん検診を受け  

ている場合もある。   

がん検診の受診率は、「平成16年国民生活基礎調査」によれば、あ  

らゆる実施主体によるものを含め、男女別がん種別で見た場合、13．5％～  

27．6％となっている。   

国においては、がん検診について、対象年齢、受診間隔、検診項目、  

精度管理等に関する指針を示している。また、国においては「がん検診  

に関する検討会」を設置し、平成15（2003）年12月からがん検  

診の在り方について見直しを図っており、現在まで「乳がん」、「子宮  

がん」、「大腸がん」及び「胃がん」に関しての検討結果を指針に反映  

させている。   

平成20（2008）年度以降、がん検診等については健康増進法に  

基づく事業（努力義務）として引き続き市町村が行い、糖尿病等の生活  
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習慣病に着目した健康診査（義務）については医療保険者が行うことと  

なる。   

受診率の抜本的な向上を図るため、国民に対しがん予防行動の必要性  

の理解及びがん検診についての普及啓発を図った上で総合的な対策を推  

進する。   

特に、受診対象者を正確に把握した上で、未受診者に対する普及啓発  

や受診勧奨を行うなど、未受診者を無くすことに重点を置いたより効率  

的ながん検診の推進を図る。また、企業やマスメディア等も巻き込んだ  

普及啓発に関する取組など、都市部や町村部といった地域の特性に合わ  

せたモデル的な取組を評価・普及していく。   

市町村によるもののほか、人間ドックや職域での受診を含め、実質的  

な受診率を把握できるような手法の検討を行うなど、正確な受診率を把  

握することに努める。   

有効性の確認されたがん検診を実施するため、科学的根拠に基づくが  

ん検診の手法の評価を、定期的に行う体制を今後とも維持する。また、  

精度管理・事業評価についても十分検討する。   

これまでの研究成果を応用に結びつけるため、がんの早期発見の手法  

の改良や開発に関する研究についてよリー層の推進を図る。   

がん検診の受診につながるインセンティブ等について検討を進めてい  

く。   

市町村におけるがん検診と老人保健法における基本健康診査等につい  

ては、市町村において同じ会場で実施されている場合もあるが、平成20  

（2008）年度以降も、受診日、受診場所、費用負担などについては、  
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受診者の利便性が損なわれないよう配慮することが望まれる。  

（個別目標）   

がん検診の受診率について、欧米諸国に比べて低いことも踏まえ、効  

果的・効率的な受診間隔や重点的に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ、  

5年以内に、50％以上（乳がん検診、大腸がん検診等）とすることを  

目標とする。   

また、すべての市町村において、精度管理■事業評価が実施されると  

ともに、科学的根拠に基づくがん検診が実施されることを目標とする。  

なお、これらの目標については、精度管理・事業評価を実施している市  

町村数及び科学的根拠に基づくがん検診を実施している市町村数を参考  

指標として用いることとする。  

（7） がん研究  

（現状）   

がんに関する研究については、「第3期科学技術基本計画」において  

推進することとされているが、厚生労働省、文部科学省、経済産業省が  

連携し、基礎研究、予防法の開発、診断薬・診断機器の開発、治療薬・  

治療機器の開発、標準的治療の確立など、様々な側面から推進している。  

厚生労働省及び文部科学省においては、臨床研究コーディネーター  

（CRC）の養成研修を平成10（1998）年度から実施している。   

厚生労働省及び文部科学省は、がんを含む治験・臨床研究の活性化の  

ため、共同で「新たな治験活性化5カ年計画」を策定し、平成19  

（2007）年4月から実施している。  

臨床研究の基盤整備については、がん対策情報センターが、多施設が  

－34－   



共同して臨床研究を実施する際のデータセンターとして機能し、新しい  

治療法の確立を支援しているが、更なる機能強化が必要である。   

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（以下「GCP省令」と  

いう。）においては、治験を実施する医師は、当該治験が試験を目的と  

するものである旨を記載した説明文書を治験参加者に交付し説明を行い、  

同意を得なければならないと規定されている。   

がんに関する研究については、難治がんに関する研究、長期的な療養  

の状況の把握も含む患者のQOL（生活の質）の向上に資する研究など  

臨床的に重要性の高い研究やがん医療の均てん化など行政的に必要性の  

高い研究を実施していく。   

併せて、基礎研究とともに、重粒子線等を用いた新しい放射線療法、  

分子標的療法などの新しい治療法及び有用な早期診断技術についての研  

究開発を推進していくとともに、その普及に当たっては既存の診療との  

比較による有効性や費用対効果等の評価を行っていく必要がある。   

なお、研究を企画・実施する際には国民の意見をより一層反映するよ  

うに取り組んでいくことに努める。   

期待された結果が得られなかった場合も含め研究成果が国民に対しわ  

かりやすく伝わるように努めるとともに、臨床研究の意義を広く国民に  

周知し、比較対照研究が、がん患者からの協力などを得て実施されるよ  

うに努める。   

治験及び臨床研究については、情報の提供や公開を積極的に行うこと  

により、国民の理解を得られるよう努めていく。   

がんに関する研究の実施機関や予算規模について透明性を確保すると  

ともに、効率的な研究の実施体制を構築していく。  
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治験・臨床研究を円滑かつ積極的に実施するために、国立がんセンタ  

ーを含む医療機関のネットワークに対して、臨床研究コーディネーター  

（CRC）やデータマネージャーの充実など、治験・臨床研究の実施基  

盤の整備・強化を図る。   

国立がんセンターにおいては、がん患者に対して、科学的根拠に基づ  

く最善の医療を提供するために積極的に臨床研究に取り組むとともに、  

多施設が共同して実施する臨床研究に対して、必要な技術的支援を行っ  

ていく。  

（個別眉卿   

がんによる死亡者の減少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽  

減並びに療養生活の質の維持向上を実現するためのがん対策に資する研  

究をより一層推進していくことを目標とする。  
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4 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な書   

国、地方公共団体及び関係者等が、「がん患者を含めた国民の視点」に立っ  

て、がん対策を総合的かつ計画的に推進していくに当たっては、以下のような  

事項が更に必要である。  

1 関係者等の有機的連携・協力の更なる強化   

がん対策を実効あるものとして総合的かつ計画的に展開していくためには、  

国及び地方公共団体をはじめ、関係者等が一体となって取り組む必要がある。   

このため、関係者等には、有機的連携・協力の更なる強化を図ることが求  

められるが、その取組例としては以下のようなものが考えられる。  

ア がんの専門医の養成については、がんの専門医認定に関係する学会等   

が協力すること。  

イ 緩和ケアに関する目標値等を立てるための調査活動について、国がサ   

ポートしつつ、学会及び関係団体が協力しながら実施していくこと。  

ウ 学会及び診療に関する学識経験者の団体は、一般医療に携わっている   

医師も、緩和ケアを体系化して勉強する必要があることから、お互いに   

協力することにより、こうした観点も取り入れた教育■研修のカリキュ   

ラムを組むこと。  

工 学会は、患者団体や関係団体との協力により、解説資料の作成等を通   

じて、がん患者やその家族における診療ガイドラインへの理解を助ける   

ことができるように努めること。  

2 都道府県による都道府県計画の策定  
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基本法第11条第1項においては、「都道府県は、国が策定するがん対策  

推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対す  

るがん医療の提供の状況等を踏まえ、都道府県がん対策推進計画を策定しな  

ければならない」とされている。   

また、基本法第11条第2項においては、「都道府県がん対策推進計画は、  

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の4第1項に規定する医療計  

画、健康増進法（平成14年法律第103号）第8条第1項に規定する都道  

府県健康増進計画、介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保  

険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉  

に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない」とさ  

れている。   

「第3 全体目標並びに分野別施策及びその成果や達成度を計るための個  

別目標」の「3 分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標」  

の「（2） 医療機関の整備等」のとおり、都道府県は、医療法に基づく平  

成20（2008）年度からの新たな医療計画において、がん等に係る地域  

ごとの医療連携体制について記載し、連携を推進することとされている。   

このため、都道府県には、平成20（2008）年度からの新たな医療計  

画等との調和を図りつつ、がん対策を実施していくため、平成19（2007）  

年度中に都道府県計画を策定することが望まれる。   

なお、策定に当たっては、がん患者及びその家族又は遺族の視点も踏まえ  

ることが重要である。  

3 関係者等の意見の把握   

がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくためには、関係者等  

の意見を集約し、これらをがん対策に反映させていくことが極めて重要であ  

る。  

このため、国及び地方公共団体は、関係者等の意見の把握に努めるものと  
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する。  

4 がん患者を含めた国民等の努力   

がん対策は、がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが、  

がん患者を含めた国民は、その恩恵を享受するだけでなく、主体的かつ積極  

的に活動する必要がある。また、企業等には、国民のがん予防行動を推進す  

るための積極的な支援・協力が望まれる。   

基本法第6条においては、「国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習  

慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要  

な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努め  

なければならない」とされている。   

このため、国民は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣とがんとの関係に  

ついての知識を得ることに努めるとともに、がん検診を受診するように努め  

るものとする。  

また、がん患者を含めた国民等には、少なくとも以下の努力が望まれる。  

ア がん患者及びその家族は、がん医療が医療従事者とのより良い人間関   

係を基盤として成り立っていることを踏まえ、相互に信植関係を構築す   

ることができるように努めること。  

イ がん患者及びその家族は、医療従事者と協力して治療を進め、治療内   

容について、医療従事者と共有できるようにすること。  

なお、そのためには、がん医療に関する相談支援及び情報提供を行う   

ための体制が整備されている必要がある。  

ウ がん患者及び患者団体等は、がん対策において担うべき役割として、   

医療政策決定の場に参加し、行政機関や医療従事者と協力しつつ、がん   

医療を変えるとの責任や自覚を持って活動していくこと。  
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また、患者団体は必要に応じて議論を重ね、より良い医療体制を実現  

するために連携して行動すること。なお、そのためには、行政機関をは  

じめ社会全体で患者団体の支援を行っていく必要がある。  

エ がん患者を含めた国民は、がんに関する治験及び臨床研究の意義を理   

解し、積極的に参加すること。  

なお、同時にGCP省令を周知することが必要である。  

5 必要な財政措荘の実施及び予井の効率化・主点化   

基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、全体目標を達成するた  

めには、がん医療を推進する体制を適切に評価するようなきめ細やかな措置  

を講じるなど、各取組の着実な実施に向け必要な財政措置を行っていくこと  

が重要である。   

一方で、近年の厳しい財政事情の下では、限られた予算を最大限有効に活  

用することにより、がん対策による成果を収めていくという視点が必要とな  

る。   

このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の強化、  

各施策の重複排除及び関係府省間の連携強化を図るとともに、官民の役割及  

び責用負担の分担を図ることとする。  

6 目標の達成状況の把握及び効果に関する評価   

基本法第9条第7項においては、「政府は、がん医療に関する状況の変化  

を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごと  

に、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、こ  

れを変更しなければならない」とされている。  

がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくためには、その進捗  
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管理を行うことが極めて重要である。このため、政府は、目標の達成状況を  

把握するとともに、国民の意見等を踏まえつつ、がん対策の効果を検証し、  

施策の見直しを図ることとする。なお、基本計画を変更するときは、当該見  

直しの結果を反映させる必要がある。   

がん対策推進協議会は、がん対策の進捗状況を適宜把握するよう努めると  

ともに、施策の推進に資するよう必要な提言を行う。  

7 基本計画の見直し   

基本法第9条第7項においては、「政府は、がん医療に関する状況の変化  

を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごと  

に、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、こ  

れを変更しなければならない」とされている。   

この基本計画は、がんをめぐる現状を踏まえ、がん対策の基本的方向につ  

いて定めたものである。今後は、基本計画に定める取組を進めていくことと  

なるが、がんをめぐる状況変化を的確に捉えた上で、目標の達成状況の把握  

と効果に関する評価を行い、必要があるときは、計画期間が終了する前であ  

っても、これを変更することとする。   

なお、基本法第11条第4項においては、「都道府県は、当該都道府県に  

おけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるが  

ん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、都道府県がん  

対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しな  

ければならない」とされているが、都道府県計画の見直しも、基本計画に合  

わせて適宜評価・検討の上行われることが望まれる。  
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